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υVε ■J6月の税務と労務
国 税/5月分源泉所得税の納付

6月 10日

国 税 所
=税
の予定訥税傾の通知

6月 15日

国 税 ′4月決算法人の確定申告 (法
人税 消彙81年) 6月 30日

国 税 10月 決算法人の中間申告
6月 30日

国 税 7月 10月 、1月決算法人の消
■税等の中間申告 (年3回の

場合 ) 6月 30日

饉 譜 禍 篠 ,筆戦 議編 認 1票 竃
者が遺留分権利者全員と合意することにより、■前贈与株式等を

遺留分の対象外とすること等を規定した民法の特例ll度ですが、

対象が親族内承継に限定されていたことから、より活用するため

本年4月 1日 からは対象を親族外承継にも拡充しています。
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地方税 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付 (第 1期分)

市町村の条例で定める日

労 務′健康保険 厚生年全保険被
保険者賞与支払届

支IA後 5日以内

労 務/児童手当現況届 (市町村役
場に提出)   6月 30日



医
療
需
要
の
増
大
を
で
き
る
限
り

抑
え
な
が
ら
、
「
国
民
の
健
康
寿
命
が

延
伸
す
る
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
国
民
自
ら
が
自
己
の
健
康
管

理
を
進
め
る
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン

（自
主
服
薬
）
を
推
進
す
る
こ

と
が
重
要
と
し
て
、
平
成
ニ
ト
八
年

度
税
制
改
正
で
ス
イ

ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬

控
除

（医
療
費
控
除
の
特
例
）
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
制
度
の
概
要

適
切
な
健
康
管
理
の
下
で
、
医
療

用
医
薬
品
か
ら
の
代
替
を
進
め
る
観

点
か
ら
、
健
康

の
維
持
促
進
及
び
疾

病
予
防

へ
の

一
定

の
取
組
を
行
う
個

人
が
、
平
成

二
十
九
年

一
月

一
日
か

ら
二
十
二
年
十
二
月
二
十

一
日
ま
で

の
間
に
、

い
わ
ゆ
る
ス
イ

ッ
チ
Ｏ
Ｔ

Ｃ
薬
の
購
入
費
用
を
年
間

一
万
二
十

円
を
超
え
て
支
払

つ
た
場
合
、
そ
の

購
入
費
用

（年
間
十
万
円
限
度
）
の

う
ち
、　
一
万
三
十
円
を
超
え
る
金
額

が
所
得
控
除
さ
れ
ま
す
。

※
　
八
万
人
千
円
が
控
除
額
の
限
度

で
医
療
費
控
除
と
の
併
用
は
で
き

ま
せ
ん
。

本
特
例
の
適
用
要
件
と
さ
れ
る

２
　
健
康
の
維
持
促
進
及
び
疾
病
の

■
一　
予
防
へ
の
取
組
み

次
の
い
ず
れ
か
の
健
診
等
又
は
予

防
接
種

（医
師
の
関
与
が
あ
る
も
の

に
限
り
ま
す
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

が
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
特
定
健
康
診
査

（
い
わ
ゆ
る
メ

タ
ボ
健
診
）

②
　
予
防
接
薇

③
　
定
期
健
康
診
断
（事
業
主
健
診
）

④
　
健
康
診
査

（
い
わ
ゆ
る
人
間
ド

ッ
ク
等
で
、
医
療
保
険
者
が
行
う

も
の
）

⑤
　
が
ん
検
診

３
　
控
除
対
象
医
薬
品

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
‥
‥
要
指
導

医
薬
品
及
び

一
般
用
医
薬
品
の
う
ち
、

医
療
用
か
ら

一
般
用
へ
転
用
さ
れ
た

医
薬
品

（た
だ
し
、
類
似
の
医
療
用

医
薬
品
が
医
療
保
険
給
付
の
対
象
外

の
も
の
を
除
く
）

※
　
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
と
は

ス
イ

ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
は
、
も
と
も

と
医
療
用
で
使
わ
れ
て
い
た
薬
品

が
安
全
性
な
ど
に
問
題
な

い
と
判

断
さ
れ
た
た
め
、
薬
局
で
販
売
で

き
る
よ
う
な

一
般
的
な
医
薬
品
（０

Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）
に
切
り
替
え
ら
れ

た
も
の
を
指
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

効
き
目
が
強

い
反
面
、
副
作
用
な

ど
の
リ
ス
ク
も
高
く
な
る
こ
と
か

ら
、
薬
局
で
の
薬
剤
師
等
の
説
明

を
受
け
て
購
入
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

全

般
用
医
薬
品
等

（Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）

と
は
〉

調
剤
薬
局
や
薬
店
　
ド
ラ
ッ
グ
ス

ト
ア
な
ど
で
、
処
方
せ
ん
な
し
に
買

う
こ
と
が
で
き
る
薬
に
は

「
一
般
用

医
薬
品
」
と

「
要
指
導
医
薬
品
」
が

あ
り
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
や
市
販
薬
、

大
衆
薬
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。自
分
の
健
康
状
態
に
基
づ

い
て
、

調
剤
薬
局
な
ど
で
薬
剤
師
や
登
録
販

売
者
か
ら
の
適
切
な
情
報
提
供
を
受

け
、
本
人

の
自
己
責
任
　
自
己
判
断

に
お

い
て
購
入
す
る
薬
で
す
。

な
お
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
と
は
、
「０
く
Ｑ

↓
序

Ｏ
ｏ
５

Ｒ^
」
の
略
。
カ
ウ
ン
タ
ー
越
し

に
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
上
で
購
入

で
き
る
薬
、
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
山

来
し
て
い
ま
す
。

（
一
般
用
医
薬
品
等
の
分
類
）

一
般
用
医
薬
品
に
は
副
作
用
な
ど

の
リ
ス
ク
に
応
し
た
３

つ
の
区
分
が

あ
り
ま
す

（表
参
照
）
。

そ
れ
ぞ
れ
販
売
時
の
陳
列
や
薬
剤

師
等

の
専
門
家
の
関
わ
り
方
、
情
報

提
供
の
仕
方
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、　
一
般
用
医
薬
品
は
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
等
で
の
通
信
販
売
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
要
指
導
医
薬

品
は
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
必
ず

薬
剤
師
が
対
面
で
指
導
を
行

っ
た
上

で
販
売
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

6鵬 -2



分ヨ ・ 取螢い
■作用等
のリスク

ネット●
EIB販売

要
指
導
医
薬
品

医薇用に準した医薬品。一般月にな
って日もなくリスクが不確定なもの
や 潮薬などがあります。自由に手
に取ることができない■所に置いて
あり 薬剤師から対面での指導 文
●での情報提供を受けたうえで日入
できます。
O薬の例
一部のアレルギー治薇薬 `薬
むくみ改善事 など

不穂定
もしくは
高い

不可

一
般
用
医
薬
品

第
１
類
医
薬
品

自由に手に取ること′できない■所
に置いてあり 薬剤師からの指導
文書での情報提供を受けたうえで摯
入できます。
O薬の例
口鵬翻 (H2プロッカー)、 こコチ
ン鮎付剤 一部の青毛剤 など

高い 可

第
２
類
医
興
品

薬剤師又は壼饉販売者は 情|1提供
に努めなければいけません。特に依
存性のあるものなどは[指定第 2類
医黎呂Jと して区別されます。
O事の例
主な風邪栞 解熱

“

痛剤 など

中櫂皮 可

第
３
類

医
薬
品

暴剤饉又は壼螢饉売者は 情報提供
につぃての義務はありません。
0事の例
主な整

“

剤、ビタミン剤 など
低 ヽヽ 可

４
　
医
療
費
控
除
と
の
関
係

本
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

は
、
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
医
療
費
控
除

を
受
け
る
場
合
に
は
、
本
特
例
は
適

用
で
き
ま
せ
ん

（選
択
適
用
）
。

５
　
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

同
　
意
■

平
均
寿
命
が
長
く
な
り
、
生
活
習

慣
病
な
と
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
現

代
に
お
い
て
、
日
々
を
い
か
に
健
康

に
生
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が

「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ヶ
ｌ
シ

ヨ
ン
」
で

す
。
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ヨ
ン
と

は
、
「
自
分
自
身

の
健
康
に
責
任
を
持

ち
、
軽
度
な
身
体
の
不
調
は
自
分
で

手
当
で
す
る
こ
と
」
と
世
界
保
健
機

関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
は
定
義
し
て
い
ま
す
。

■
　
セ
ル
フ
４

ア
ィ
ケ
ー

ン
Ｆ

′
の

効
果

①
・　
毎
日
の
健
康
管
理
の
習
慣
が
身

に
つ
く

②
　
医
療
や
薬
の
知
識
が
身
に
つ
く

③
　
疾
患
に
よ
り
、
医
療
機
関
で
受

お
す
る
手
間
と
時
間
が
省
か
れ
る

①
・　
通
院
が
減
る
こ
と
で
、
国
民
医

療
費

の
増
加
を
防
ぐ

０
　
取
組
み
方
法

健
康
に
過
ご
す
た
め
に
は
、
自
分

の
健
康
は
自
分
で
守
る
こ
と
を
意
臓

し
、
積
極
的
に
健
康
管
理
に
関
わ
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

病
気
や
業
に
つ
い
て
の
正
し

い
知
識

を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

正
し
い
知
識
が
あ
れ
ば
、
軽

い
症
状

を
自
分
で
改
善
で
き
た
り
、
生
活
習

慣
病
の
予
防
や
健
康
維
持
に
役
立
て

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
普
段
か
ら
速
度
な
運
動

と
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良

い
食
事
、
十

分
な
腱
限
時
間
を
確
保
し
、
も
と
か

ら
備
わ

っ
て
い
る
自
然
治
薇
力
を
高

め
る
こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
、
風
邪

を
引

い
た
時
に
風
邪
薬
を
飲
む
、
小

さ
な
傷
は
絆
創
膏
を
貼
る
、
疲
れ
た

時
に
ビ
タ
ミ
ン
剤
を
飲
む
な
ど

の
自

上
服
薬
を
行
う

こ
と
で
す
。

同
　
ポ
イ
ン
ト

①
　
自
分
の
健
康
状
態
と
生
活
習
慣

を
チ

エ
ツ
タ
す
る

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
の

基
本
と
し
て
、
自
分
の
身
体
の
状

態
を
知

っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

す
。
健
康
診

断

の
結
果

に
注
目

し
、
か
か
り

つ
け
医
に
相
談
し
な

が
ら
、
生
活
習
慣
を
見
直
し
ま
す
。

家
庭
で
体
電
や
体
脂
肪
、
血
圧
な

ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
器
を
使
い
、

自
分

の
健
康
状
態
を
確
認
し
ま
し

ょ

ヽ
つ

。

②
　
か
か
り

つ
け
の
楽
剤
師
を
持

つ

自
分

の
体
質
や
状
態
、
症
状
に

合

つ
た
薬
を
適
切
に
使
用
す
る
た

め
に
、
薬
剤
師

の
ア
ド
バ
イ
ス
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
か
か
り

つ
け
の

楽
局

や
薬
剤
師
を
決

め

て
お
け

ば
、
自
分
の
体
質
に
合

つ
た
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

「
お
く
す
り
手
帳
」
を
付
け
て

医
師
や
薬
剤
師
に
薬
の
情
報
を
伝

え
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
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申告しなかつた上場株式等の配当を

修正申告することの可否

配当所得は、原則として確定申告の対象

とされますが、確定申告不要制度を選択す

ることもできます。

また、上場株式等の配当等 (一定の大ロ

株主等が受けるものを除く)に ついては、

総合課税のほかに、申告分離課税を選択す

ることができます。

なお、申告分離課税の選択は、確定申告

する上場株式等の配当所得の全額について

しなければなりません。

では、上場株式等の配当の金額について

申告分離課税を選択 して確定申告をした者

が修正申告書を提出する場合に、その配当

の金額を総所得金額に含めて申告 し、配当

控除の適用を受けることができるのでしょ

うか?

これについては、租税特別措置法におい

て、上場株式等の配当の金額は 総所得全

額及び配当控除の額等の計算上、除外 した

ところで確定申告できることとされ、課税

庁が決定又はその後の更正 再更正をする
場合は、その配当所得の金額に係る総所得

金額及び配当控除の額は課税標準及び税額

控除に含めないことが定められています。

この規定からすると当初申告により選択

した又は決定により除外されることとなっ

た上場株式等の配当の処理方法は、その後

変更できないものと解されます。

また、上場株式等の配当の金額を総所得

金額に算入して確定申告書を提出した場合

には、更正の請求又は修正申告書の提出に

当たってはその配当所得の金額を総所得金

額から除外できないことが明確にされてい

ます。

これらのことから、上場株式等の配当の

金額を除外 して確定申告 した場合には、そ

の後の更正又は修正申告において上場株式

等の配当の金額を総所得金額に算入するこ

とは認められません。

囲
□
日

空
家
に
し
て
い
た
マ
イ
ホ
‥
ム
を
売

っ
た
と
き

マ
イ
ホ
ー
ム
を
売
っ
た
と
き
に
は
、

譲
渡
所
得
か
ら
最
高
三
十
万
円
ま
で

控
除
で
き
る
特
例
が
あ
り
ま
す

（居

住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
三
千

万
円
の
特
別
控
除
の
特
例
）
。

こ
の
特
例
を
受
け
る
要
件
の

一
つ

に
、
現
に
自
分
の
住
ん
で
い
る
マ
イ

ホ
ー
ム
を
売
る
こ
と
、
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
過
去
に
住
ん
で
い
た
マ
イ

ホ
ー
ム
を
売

っ
た
場
合
で
も
、
次
の

二
つ
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
る
と

き
は
こ
の
特
例
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

ｍ
　
売
っ
た
家
屋
は
自
分
が
所
有
者

と
し
て
住
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る

こ

と

。

②
　
自
分
が
住
ま
な
く
な
っ
た
日
か

ら
三
年
を
経
過
す
る
年
の
十
二
月

二
十

一
日
ま
で
に
そ
の
家
屋
を
売

る̈
）
）
０
レ
」
。

こ
の
期
間
を
過
ぎ
て
か
ら
売

っ

た
場
合
に
は
こ
の
特
例
を
受
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

Ш紙税 申込書、注文書等と
表示された文書の取扱い

申込書や注文書等は通常、印紙税の課税

対象外ですが、その記載内容によっては、

契約の成立等を証する文書に該当し、印紙

税の課税対象となります。例えば、次に掲

げるものは、一般的に契約書に該当するも

のとして取り扱われます。

(1)基本契約書や約款等に基づく申込みで

あることが記載されていて、一方の申込

みにより自動的に契約が成立することと

なっている場合の申込書等。

(2)見積書その他の契約の相手方当事者の

作成 した文書等に基づく申込みであるこ

とが記載されている申込書等。

※(lk(aについては、別に請書害の契約の

成立を証明する文書を作成することが記

載されているものは除かれます。

(3)契約当事者双方の署名又は押印がある

もの
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